
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

◇
奈
良
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

情
報
提
供
等
記
録
の
定
義
の
変
更

情
報
提
供
等
記
録
に
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情

報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
に
よ
る

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
係
る
記
録
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

個
人
情
報
の
訂
正
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
通
知
す
る
提
供
先
の
追
加

実
施
機
関
が
訂
正
決
定
に
基
づ
く
個
人
情
報
の
訂
正
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
提
供
先
に
、
番
号
利
用
法
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照

会
者
又
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

附
属
機
関
の
設
置

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
を
設
置
し
、
平
城
宮
跡
歴
史
公
園
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
及
び
建
議
に
関
す
る
事
務
を
担
任
さ

せ
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
追
加

農
地
法
に
基
づ
く
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
賃
借
権
の
解
除
等
の
許
可
等
に
係
る
知
事
の

権
限
に
属
す
る
事
務
を
関
係
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
の
追
加



国
有
財
産
法
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
に
係
る
河
川
法
に
規
定
す
る
準
用

河
川
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
に
係
る
立
入
及
び
境
界
確
定
に
関
す
る
知
事
の
権
限

に
属
す
る
事
務
並
び
に
そ
の
他
の
立
入
及
び
境
界
確
定
に
関
す
る
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事

務
を
処
理
す
る
関
係
町
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

規
定
の
整
備

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
工
場
立
地
法
の
改
正
に
伴
い
、
町
へ
権
限
を
移
譲
さ
れ

た
事
務
に
つ
い
て
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日
等

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
奈
良
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
額
、
費
用
弁
償
額
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一

奈
良
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
額
、
費
用
弁
償
額
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
六
五
月
分

→

一
・
七
五
月
分

平
成
二
十
九
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
五
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

第
二

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
六
五
月
分

→

一
・
七
五
月
分

平
成
二
十
九
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
五
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

第
三

委
員
会
の
委
員
そ
の
他
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正



期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
六
五
月
分

→

一
・
七
五
月
分

平
成
二
十
九
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
五
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

第
四

教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度

(1)

十
二
月
期

一
・
六
五
月
分

→

一
・
七
五
月
分

平
成
二
十
九
年
度
以
降

(2)

六
月
期

一
・
五
〇
月
分

→

一
・
五
五
月
分

十
二
月
期

一
・
七
五
月
分

→

一
・
七
〇
月
分

第
五

施
行
期
日
等

１

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
第
一
の

、
(2)

第
二
の

、
第
三
の

及
び
第
四
の

は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

(2)

(2)

(2)

と
と
し
た
。

２

第
一
の

、
第
二
の

、
第
三
の

及
び
第
四
の

は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

(1)

(1)

(1)

(1)

か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

◇
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

全
給
料
表
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
、
給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準

じ
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

諸
手
当
の
改
定

初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と

し
た
。初

任
給
調
整
手
当

(1)



ア

医
療
職
給
料
表
（
一
）
適
用
の
職
員

月
額

四
一
三
、
三
〇
〇
円

→

四
一
三
、
八
〇
〇
円

イ

医
療
職
給
料
表
（
一
）
適
用
の
職
員
以
外
の
医
師
等
の
職
員

月
額

五
〇
、
五
〇
〇
円

→

五
〇
、
六
〇
〇
円

扶
養
手
当

(2)
ア

条
例
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務

の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ

の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
（

以
下
「
行
九
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

イ

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ

き
六
、
五
〇
〇
円
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八

級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
（
以
下
「
行

八
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
、
五
〇
〇
円
）
、
条
例
に
規
定
す
る

扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一

〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ウ

扶
養
手
当
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
日
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
条
例
の
規
定

は
、
条
例
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定

に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
条
例
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合

(ｱ)

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
（
行
九
級
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、

(ｲ)
扶
養
親
族
た
る
子
に
限
る
。
）
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
一
部

が
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
及
び
扶
養
親
族
た
る
子
で
条
例
の
規
定
に
よ

(ｳ)
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
行
九
級
職
員
等
が
行
九
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な

っ
た
場
合

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が

(ｴ)



あ
る
行
八
級
職
員
等
が
行
八
級
職
員
等
及
び
行
九
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
っ

た
場
合

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
及

(ｵ)
び
扶
養
親
族
た
る
子
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
職
員
で
行

九
級
職
員
等
以
外
の
も
の
が
行
九
級
職
員
等
と
な
っ
た
場
合

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が

(ｶ)
あ
る
職
員
で
行
八
級
職
員
等
及
び
行
九
級
職
員
等
以
外
の
も
の
が
行
八
級
職
員
等

と
な
っ
た
場
合

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
子
で
条
例
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
う
ち
特

(ｷ)
定
期
間
に
あ
る
子
で
な
か
っ
た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な
っ
た
場
合

勤
勉
手
当
（
平
成
二
十
八
年
度
）

(3)
ア

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

十
二
月
期

〇
・
八
月
分

→

〇
・
九
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

十
二
月
期

一
・
〇
月
分

→

一
・
一
月
分

イ

再
任
用
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

十
二
月
期

〇
・
三
七
五
月
分

→

〇
・
四
二
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

十
二
月
期

〇
・
四
七
五
月
分

→

〇
・
五
二
五
月
分

勤
勉
手
当
（
平
成
二
十
九
年
度
以
降
）

(4)
ア

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

六
月
期

〇
・
八
月
分

→

〇
・
八
五
月
分

十
二
月
期

〇
・
九
月
分

→

〇
・
八
五
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

六
月
期

一
・
〇
月
分

→

一
・
〇
五
月
分

十
二
月
期

一
・
一
月
分

→

一
・
〇
五
月
分

イ

再
任
用
職
員



特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

(ｱ)

六
月
期

〇
・
三
七
五
月
分

→

〇
・
四
月
分

十
二
月
期

〇
・
四
二
五
月
分

→

〇
・
四
月
分

特
定
幹
部
職
員

(ｲ)

六
月
期

〇
・
四
七
五
月
分

→

〇
・
五
月
分

十
二
月
期

〇
・
五
二
五
月
分

→

〇
・
五
月
分

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
二

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準
じ
、
特
定
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額

を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
（
平
成
二
十
八
年
度
）

十
二
月
期

一
・
五
七
五
月
分

→

一
・
六
七
五
月
分

３

期
末
手
当
（
平
成
二
十
九
年
度
以
降
）

六
月
期

一
・
五
七
五
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

十
二
月
期

一
・
六
七
五
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
三

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

給
料
表
の
改
定
に
関
す
る
人
事
委
員
会
勧
告
に
準
じ
、
任
期
付
研
究
員
の
給
料
月
額
を

改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
（
平
成
二
十
八
年
度
）

十
二
月
期

一
・
五
七
五
月
分

→

一
・
六
七
五
月
分

３

期
末
手
当
（
平
成
二
十
九
年
度
以
降
）

六
月
期

一
・
五
七
五
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

十
二
月
期

一
・
六
七
五
月
分

→

一
・
六
二
五
月
分

第
四

県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

１

扶
養
手
当
の
改
定

条
例
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
管
理
者
が
定
め
る
職
員
に
対
し
て

は
、
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。



２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
五

施
行
期
日
等

１

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
第
一
の
２

の

及
び

並
び
に
３
並
び
に
第
二
の
３
並
び
に
第
三
の
３
並
び
に
第
四
並
び
に
３
の
一

(2)

(4)

部
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

第
一
の
１
及
び
２
の

並
び
に
第
二
の
１
並
び
に
第
３
の
１
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
八

(1)

年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
２
の

、
第
二
の
２
及
び
第
３
の
２
に
つ
い
て
は
同
年
十
二

(3)

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す
る
企
業
職

員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

奈
良
県
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
に
規
定
す

(1)
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の

の
う
ち
、
ア
に
掲
げ
る
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て

い
る
場
合
に
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ア
に
掲
げ
る
額
を

減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

ア

そ
の
者
が
既
に
支
給
を
受
け
た
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

イ

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続

期
間
（
条
例
に
規
定
す
る
基
準
勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
同

法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
期
間
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
に
規
定
す
る
離
職
の
日
と
、

そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し

て
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年

齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
に
規
定
す

(2)
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の

が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
退
職
し
た
者
が
一
般
の
退
職
手
当
等
の

支
給
を
受
け
な
い
と
き
は
、

イ
の
例
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
き
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た

(1)



場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に
相
当
す

る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給
の

条
件
に
従
い
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
求
職
活
動
に
伴

(3)
い
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
行
為
を
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
同
法
に
規
定
す
る
求
職
活

動
支
援
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
求
職
活

動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
就
業
促
進
手
当
等
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
条
例

(4)
の
規
定
は
、

又
は

に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（

又
は

(1)

(2)

(1)

に
よ
り
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退

(2)職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準

用
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(5)
２

県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
管
理
者
が
指
定
す

る
も
の
に
対
し
て
は
、
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
金
額
を
同

法
の
規
定
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
、
退
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る

こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日
等

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

個
人
県
民
税
関
係

寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
対
象
に
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
当
該
特
定
非
営

(1)
利
活
動
法
人
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事

業
に
関
連
す
る
寄
附
金
の
う
ち
、
奈
良
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
を
定
め
る
条
例

で
定
め
る
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
も
の
（
同
条
例
で
定
め
る
期
間
内
に
支

出
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
特
別
の
利
益
が
当
該
納
税
義
務
者
に
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の



を
除
く
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
例
（

に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
寄
附
金
税
額

(2)

(1)

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
地
方
税
法
の
県
民

税
に
関
す
る
申
告
書
を
、
同
法
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る

住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

高
齢
者
講
習
等
に
係
る
手
数
料
の
追
加
等

臨
時
高
齢
者
講
習
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

次
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(2)
ア

シ
ニ
ア
運
転
者
講
習
に
係
る
手
数
料

イ

高
齢
者
講
習
に
係
る
手
数
料

２

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
手
数
料
の
追
加
等

次
に
掲
げ
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)
ア

再
試
験
手
数
料

イ

準
中
型
車
講
習
（
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
手
数
料

ウ

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
手
数
料

次
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(2)
ア

公
安
委
員
会
が
提
供
す
る
自
動
車
を
使
用
し
て
受
け
る
場
合
に
お
け
る
運
転
免
許
試

験
手
数
料

イ

検
査
手
数
料

ウ

技
能
検
定
員
審
査
手
数
料

エ

教
習
指
導
員
審
査
手
数
料

オ

大
型
車
講
習
、
中
型
車
講
習
又
は
準
中
型
車
講
習
（
準
中
型
車
講
習
に
あ
っ
て
は
、

普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
手
数
料

次
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
か
ら
減
ず
る
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(3)



ア

技
能
検
定
員
審
査
手
数
料

イ

教
習
指
導
員
審
査
手
数
料

３

施
行
期
日
等

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

(1)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
奈
良
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
を
定
め
る
条
例

１

指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
奈
良
県
税
条

例
の
期
間

奈
良
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
指
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
奈
良
県
税
条
例
の
期

間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

奈
良
県
税
条
例
第
二
十
六
条
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
第
四
号
の
期
間

特
定
非
営
利
活
動
法
人

生
駒
郡
三
郷
町
三
室
二
丁

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

三
郷
サ
ン
サ
ン
ハ
ウ
ス

目
五
番
二
二
号

平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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